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了
ど
も
の
歯
を
守
ろ
う

　
四
日
は
「
ム
シ
歯
予
防
デ
：
」
で
す
。

左
弓
．
．
十
↓
臼
の
一
一
．
歳
児
検
診
の
結
果

、
ハ
L
ー
バ
人
の
・
り
ろ
九
二
％
に
｝
の
た
る
六

十
一
尺
の
幼
児
が
ム
シ
歯
に
お
か
・
》
・
、
れ

て
い
る
二
と
が
わ
か
り
ま
し
た
．
、
二
の

う
ち
で
も
き
ら
に
八
九
％
が
重
症
．
の
ム

シ
歯
を
も
ち
、
処
置
キ
、
、
れ
で
い
る
歯
は

わ
ず
か
　
ク
ク
に
も
満
た
ず
、
ほ
と
ん
ど

が
処
置
ふ
・
、
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　
一
人
当
リ
ム
シ
菌
の
回
数
も
九
・
七

L
本
と
、
日
向
市
内
の
五
～
六
本
に
比
べ

る
と
は
る
か
に
多
く
な
’
．
て
い
ま
す
．
．

　
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
乳
児
院
な
ど

保
育
彪
設
に
い
る
幼
児
に
は
ム
シ
歯
は

少
な
く
一
、
↓
9
6
ど
’
．
た
と
い
い
ま
す
．
、

そ
∂
わ
け
は
「
離
乳
期
以
後
の
食
生
活

の
違
い
」
を
指
摘
し
て
い
ま
す
．
．
つ
ま

り
、
施
設
の
中
で
は
◎
遊
び
な
が
ら
お

蔓
子
を
食
べ
る
こ
と
は
絶
対
き
せ
な
い

三
．
お
や
つ
は
糖
分
を
お
ふ
、
・
え
た
も
の
を

決
ま
’
．
た
時
問
に
与
え
て
い
る
③
㌧
、
・
ち

ん
と
寝
か
せ
る
と
い
う
生
活
習
慣
か
ら

で
し
・
｝
う
か

　
検
診
を
担
当
し
た
歯
科
の
先
生
の
話

で
は
、
ム
シ
歯
、
四
多
い
の
は
自
糖
分
を

多
く
と
り
す
y
、
－
る
2
認
み
が
｝
、
・
を
し
な

い
σ
親
の
無
関
心
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

ム
シ
歯
の
予
防
は
コ
育
児
そ
の
も
の
し

だ
と
主
張
す
る
先
生
が
た
・
も
い
ま
す
．
．

お
母
さ
ん
が
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
幼
児

の
ム
シ
歯
は
予
防
で
謡
・
土
全
ヲ
、
．
ほ
か
に

お
菓
子
を
与
え
る
お
父
さ
ん
、
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
、
近
所
の
お
ば
ふ
、
㌔
ん
た
ち
に
も

罪
の
↓
端
は
あ
り
ま
す
。

　
ム
シ
歯
予
防
に
は
臨
み
が
㍉
、
、
を
励
行

す
る
こ
と
と
お
菓
子
を
食
べ
た
あ
と
に

ブ
ケ
ブ
ヶ
ウ
ガ
イ
か
水
を
飲
む
こ
と
、

そ
れ
に
三
ヵ
月
に
↓
回
は
歯
医
者
さ
ん

へ
行
く
こ
と
で
す
．
．
も
し
ム
シ
歯
に
な

っ
た
ら
早
く
治
療
を
受
け
ま
し
ょ
う
．
、

第
三
日
曜
日
（
十
六
日
）
は
家
庭
の

幽
ア
ぞ

顔

日

、
門

経、

ｯ
．

蝿
　笠

平
爪
黛

翼
翼
継

イ
r

　
’

謬
轟
灘
’

璽

点滴

ξ葱き

計
　
量

ノ
ψ
　
岬

骨面M

でi・

入日
梅

㌦

あ暑

は
　　　E紹⊂
1可

の
1・

が
、
宮
崎
県
地
方
は
光
目
二
L
一
二
日

に
平
年
よ
り
十
一
日
も
眠
い
ツ
ユ
入

－
↓
　
　
7
7
こ
㍗
し
の
ツ
　
ユ
ゆ
び
F
l
r
…
期
に
へ
写
つ
Q

だ
ろ
う
と
い
う
気
象
台
の
話
で
す
。

ワ
七
日
は
「
計
疑
記
A
，
心
隔
」
。
昭
和

一
．
工
－
四
隼
に
そ
れ
ま
で
馴
染
ん
で
き

た
巳
貫
法
が
廃
止
ン
．
・
れ
、
メ
：
ト
毒

法
↓
本
ヤ
リ
に
な
デ
、
た
こ
と
は
こ
序

知
の
と
お
り
で
す
が
、
ま
だ
家
の
台

所
に
は
「
一
升
ビ
ン
」
が
ご
ろ
ご
ろ

し
て
い
た
り
、
土
地
の
価
格
も
ゴ
．
・

一一

D
平
庁
ど
い
く
ら
…
と
、
’
ノ
ニ
．
平
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
♪
一
「
～
－
－

換
導
し
ゃ
す
・
』
．
・
れ
て
い
る
の
は
お

も
し
ろ
い
こ
と
で
す
．
，

「
〆
多
、
れ
ゆ
び
芦
、
れ
西
、
私
お
」
レ
り
の
ノ
＼
・
っ
↑
し

の
し
で
の
便
利
き
か
ら
使
わ
れ
て
い

る
計
量
の
単
位
で
す
か
ら
差
し
つ
か

え
あ
り
ま
せ
ん
が
、
よ
く
果
物
な
ど

↓
山
円
の
買
い
物
を
し
て
い
る
人

が
い
ま
す
。
　
一
山
で
な
く
目
方
で
い

く
ら
な
の
か
を
確
か
め
て
買
う
よ
う

に
、
も
（
．
と
計
量
に
強
く
な
り
、
か

し
こ
い
消
費
者
に
な
り
ま
し
レ
｝
う
。

てての幼
つのりき
もひつ日
　ら「1釣
　に香り
牧思をに
　ひ・・し
水出ま鮎
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医
療
費
は
月
額
三
万
円
ま
で

七
月
か
ら
高
額
療
養
費
制

　
国
民
健
康
保
険
法
の
一
部
改
正
に
と

も
な
い
、
一
．
一
月
の
定
例
町
議
会
で
「
東

郷
町
国
民
健
康
保
険
条
例
」
の
一
部
が

改
正
ふ
、
、
れ
、
新
し
く
高
額
療
養
給
付
制

曳
が
誕
生
し
ま
し
た
。

　
こ
の
制
度
は
、
ど
ん
な
に
重
い
病
気

で
も
患
昔
の
支
払
う
医
療
費
を
月
題
．
一

τ
り
円
N
こ
ナ
唐
ウ
一
一
p
し
し
ょ
・
つ
ン
｝
幽
3
ヴ
Q
3
つ
の

で
、
国
民
健
羨
保
険
の
加
入
者
全
，
貝
が

対
家
と
な
り
ま
す
。

　
こ
の
療
養
費
の
給
付
方
法
は
現
物
立

替
え
方
式
で
す
。
立
替
え
方
式
と
は
、

患
者
が
ひ
と
ま
ず
療
養
費
二
．
部
負
担

金
）
を
病
院
の
窓
口
で
全
額
を
支
払

い
、
ワ
て
の
受
．
領
書
を
も
と
に
国
民
健
康

保
険
の
窓
口
（
住
民
課
保
健
衛
生
係
）

に
申
請
す
る
と
、
ゴ
．
万
円
を
差
し
引
い

た
額
が
ニ
ヵ
月
後
に
払
い
．
，
杢
、
、
れ
る
し

く
み
で
す
。

　
こ
．
の
制
咋
、
は
．
・
U
長
¢
∵
九
口
正
心
∴
十
日
ま

萎
毒
輩
蝋

で
は
経
過
的
に
任
意
給
付
と
な
っ
て
い

ま
す
が
、
本
町
で
は
県
内
の
他
市
町
村

と
同
時
に
七
月
一
日
か
ら
実
施
い
た
し

ま
す
。
こ
の
制
度
．
を
実
施
す
る
に
あ
た

り
町
で
は
、
四
十
九
年
度
当
初
予
算
に

経
費
百
六
十
二
万
円
を
計
上
し
て
い
ま

す
。
こ
の
う
ち
の
五
〇
％
は
国
か
ら
の

補
助
金
で
ま
か
な
わ
れ
ま
す
。

一
部
負
担
金
の
計
算

一
日
か
ら
月
末
ま
で

　
高
額
療
養
費
は
ど
ん
な
と
き
に
支
給

き
れ
る
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
国
民
健

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が
病
気
や

ケ
ガ
で
病
院
な
ど
に
が
か
っ
た
場
合
、

同
「
病
．
．
ん
で
一
ヵ
月
の
自
選
負
担
医
療

費
が
三
万
円
を
こ
え
た
と
き
で
す
。

　
一
．
部
負
担
金
の
計
算
法
は
日
月
ご
と

に
計
算
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
月
の
一
日

か
ら
月
末
ま
で
の
受
診
に
つ
い
て
一
、
カ

月
と
し
て
計
算
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、

あ
る
月
の
ト
五
日
か
ら
翌
月
の
十
五
日

ま
で
、
月
を
ま
た
が
〔
．
て
入
院
し
た
場

合
、
最
初
の
月
の
　
鶴
負
担
金
が
二
万

円
、
翌
月
分
が
三
万
円
、
合
計
　
ヵ
月

九
万
円
を
自
己
負
担
し
て
も
高
額
療
養

費
は
支
給
き
れ
ま
せ
ん
。

医
科
と
歯
科
は
別
々

　
ま
た
、
一
部
負
担
金
は
病
院
、
診
療

所
ご
と
に
計
上
さ
れ
ま
す
。
た
と
え

ば
、
甲
の
病
院
と
乙
の
病
院
に
同
時
に

か
か
っ
て
い
て
．
自
己
負
担
分
と
し
て

甲
へ
五
万
円
、
乙
へ
四
万
円
を
支
払
つ

た
場
合
は
、
甲
の
分
に
つ
い
て
は
三
万

円
を
差
し
引
い
た
二
万
円
、
乙
の
分
に

つ
い
て
は
同
様
に
一
万
円
の
高
額
療
養

費
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
甲
、
乙
両
方
の

病
院
を
合
算
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
病
院
に
内
科
な
ど
の
医
科
と
歯
科
が

あ
る
場
合
は
、
歯
科
は
別
の
病
院
と
し

て
あ
つ
か
い
ま
す
。

　
県
立
病
院
の
よ
う
な
総
合
病
院
の
各

診
療
科
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
病
院
と
し

あ
つ
か
い
ま
す
．
、
た
だ
し
、
総
合
病
院

の
入
院
患
者
が
歯
科
を
除
い
た
他
の
科

で
診
療
を
受
け
た
と
き
は
例
外
と
し
て

合
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

入
院
と
通
院
は
別

　
同
一
の
病
院
で
も
入
院
と
通
院
は
別

に
あ
つ
か
い
合
算
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し

入
院
中
の
患
者
が
退
院
し
た
場
合
で
、

同
一
月
内
に
再
入
院
し
た
と
き
は
、
腰

掛
に
つ
い
て
合
算
き
れ
ま
す
。
外
来
の

場
A
［
も
同
様
で
す
。

　
保
険
診
療
の
対
象
と
な
ら
な
い
入
院

し
た
と
き
の
差
額
べ
曽
、
ト
代
や
、
基
準

看
議
の
病
院
に
入
院
し
た
と
き
の
付
添

看
護
料
、
ま
た
は
歯
科
で
認
め
ら
れ
て

い
る
差
額
徴
収
な
ど
は
↓
、
部
負
担
金
の

つ
、
・
㌔
．
「
、
⊆
2
㌔
・
㌧
ビ
。
●
「
．
ノ
」
ノ
．

冒
●

　
　
ま

　
　
‘

「’・．㌧・vgAへ・●●（ノ曹一v「」’・」弓」L’・・●、へ

こ」ま【「た

，
○
．
2
、
．
・
o
，
、
、
り
．
●
声

　
　
　
　
　
》

　
　
　
　
　
ツ
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こ
、
，
し
4
一
、
；
，
・
．
¢
魑
　
．
e
禽
！
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．
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♂
　
．
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〆
・
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中
に
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
、

　
療
院
や
診
療
所
へ
支
払
っ
た
額
は
何

も
か
も
自
己
負
担
分
と
し
て
認
め
ら
れ

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
ご
注

意
く
ゼ
き
い
。

払
戻
し
は
二
ヵ
月
後

　
高
額
療
養
費
の
支
給
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
申
請
蓋
ワ
を
保
険
者
で
あ

る
町
長
に
提
出
し
て
い
た
だ
き
ま
す
、

手
続
き
は
住
民
課
保
健
衛
生
係
で
「
申

請
書
」
を
書
き
、
こ
れ
に
病
院
．
の
窓
口

で
支
払
’
．
た
療
養
費
の
受
領
勲
ワ
を
添
え

て
申
請
し
て
い
た
ゼ
｝
、
凹
ま
す
。
申
請
書

は
暦
月
、
被
保
険
者
↓
人
に
つ
・
」
二
．
枚

作
成
し
ま
す
。

　
係
で
は
、
診
療
を
受
け
た
月
．
の
ニ
カ

月
後
に
病
院
な
ど
か
ら
送
ら
れ
て
く
る

明
細
井
に
も
と
ず
い
て
支
払
額
を
決
定

し
、
払
い
戻
し
い
た
し
ま
す
．

　
な
お
「
老
人
医
療
費
受
給
者
証
」
で

病
院
に
か
か
一
．
て
い
る
人
は
、
今
ま
で

と
同
じ
よ
う
な
力
法
で
診
療
を
う
け
て

く
だ
き
い
D
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梅
雨
期
の
交
通
事
故
防
止

ス
リ
ッ
プ
に
注
意

　
例
年
、
梅
雨
期
に
は
ス
リ
ッ
プ
、
視

界
不
良
、
路
肩
軟
弱
に
よ
り
思
わ
ぬ
衝

突
や
追
突
、
転
落
な
ど
の
重
大
事
故
が

発
生
し
て
い
ま
す
。
次
の
こ
と
に
心
を

配
り
、
交
通
事
故
防
止
に
つ
と
め
ま
し

ょ
．
つ
。運

転
者

◎
　
雨
の
日
は
ス
リ
ッ
プ
に
よ
る
追
突

　
事
故
が
多
く
な
り
ま
す
。
車
間
距
離

　
を
十
分
保
っ
て
、
安
全
な
速
度
で
運

　
算
し
ま
し
ょ
う
。

◎
　
雨
の
日
は
見
と
お
し
が
悪
く
な
り

　
ま
す
。
前
後
左
右
を
よ
く
確
か
め
て

　
安
全
な
速
度
で
運
転
し
ま
し
ょ
う
。

◎
雨
が
続
き
ま
す
と
路
肩
が
弱
く
な

　
り
、
転
落
事
故
が
起
り
や
す
く
な
り

　
ま
す
。
無
理
な
離
合
は
さ
け
て
、
道

　
路
の
状
態
に
注
意
し
な
が
ら
運
転
し

　
て
く
だ
さ
い
。

O
　
雨
が
降
り
ま
す
と
、
落
石
に
よ
る

　
事
故
も
多
く
な
り
ま
す
。
山
間
部
や

　
ガ
ケ
下
を
運
転
す
る
と
き
は
十
分
注

　
点
し
ま
し
ょ
う
。

◎
　
雨
の
日
は
制
動
距
離
が
長
く
な
り

　
思
わ
ぬ
事
故
を
起
し
ま
す
。
追
抜
き

　
や
追
越
し
は
と
く
に
注
意
し
て
く
だ

　
さ
い
。

…
自
転
車
乗
り
…

◎
自
転
車
乗
り
の
方
の
か
き
を
き
し

　
て
の
運
転
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
雨
ガ
ッ
パ
を
着
て
運
転
し
ま
し
ょ
う

危
険
な
水
遊
び
に

愛
の
ひ
と
声
運
動

　
こ
と
し
も
い
よ
い
よ
水
の
季
節
が
や

っ
て
き
ま
し
た
。
海
に
川
に
こ
ど
も
た

ち
は
時
を
忘
れ
て
遊
び
に
た
わ
む
れ
ま

す
。
し
か
し
、
そ
こ
に
は
恐
し
い
水
魔

が
待
っ
て
い
ま
す
。

　
昨
年
中
の
水
の
犠
牲
者
は
県
下
で
五

十
三
人
も
い
ま
す
。
こ
と
し
は
五
月
十

日
現
在
で
、
す
で
に
六
人
が
死
亡
し
て

お
り
、
う
ち
三
人
は
幼
児
で
す
。

　
幼
児
の
死
亡
事
故
の
原
因
を
み
ま
す

と
、
ほ
と
ん
ど
が
幼
児
た
ち
だ
け
の
遊

び
中
に
転
落
し
、
水
死
体
と
な
っ
て
発

見
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
事
故
は
、
お
と
な
た
ち
の

ち
ょ
っ
と
し
た
油
断
や
不
注
意
か
ら
招
’

い
て
い
る
だ
け
に
、
よ
け
い
痛
ま
し
さ

を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

　
次
の
こ
と
を
町
民
全
て
が
注
意
し
て

◎
　
自
転
車
は
道
路
の
左
端
を
一
列
に

　
正
し
く
進
行
し
ま
し
ょ
う
。

歩
行
者
．

O
　
か
さ
を
倒
し
て
歩
く
と
見
通
し
が

　
悪
く
危
険
で
す
。
か
さ
は
正
し
く
持

　
っ
て
周
囲
を
よ
く
確
め
て
歩
い
て
く

　
だ
さ
い
。

◎
　
カ
ッ
パ
を
着
た
と
き
は
、
頭
き
ん

　
を
あ
ま
り
深
く
か
ぶ
ら
な
い
よ
う
に

　
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

◎
　
道
路
を
横
断
す
る
と
き
は
、
か
さ

　
を
高
く
あ
げ
て
、
左
右
を
よ
く
確
め

　
て
く
だ
さ
い
。

子
ど
も
を
水
魔
か
ら
守
り
ま
し
ょ
う
。

①
幼
児
の
事
故
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど

が
自
宅
付
近
の
小
川
、
用
水
路
、
防
火

水
そ
う
、
池
な
ど
に
転
落
し
た
も
の
で

す
。
自
宅
付
近
の
用
水
路
な
ど
に
つ
い

て
今
一
度
点
検
し
、
危
険
な
場
所
に
は

防
護
き
く
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

②
　
危
険
な
場
所
で
の
子
ど
も
の
遊
泳

や
魚
と
り
な
ど
、
危
険
な
行
為
を
見
か

け
た
ら
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
注
意
し
て

水
か
ら
あ
が
る
ま
で
見
届
け
る
「
愛
の

ひ
と
声
」
運
動
を
励
行
し
ま
し
ょ
う
。

③
こ
ど
も
に
は
常
に
水
の
危
険
が
つ

き
ま
と
い
ま
す
。
ふ
だ
ん
か
ら
水
の
危

険
性
に
つ
い
て
、
家
庭
教
育
の
中
で
し

つ
け
て
く
だ
さ
い
。

④
　
水
に
お
ぼ
れ
た
子
ど
も
の
「
命
を

と
り
と
め
る
か
否
か
は
、
あ
な
た
の
機

敏
な
動
作
と
技
量
に
か
か
っ
て
い
ま

す
。
犬
工
呼
吸
法
の
技
術
を
日
ご
ろ
か

ら
身
に
う
け
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

三
三
攣
繕
帝
＆

η
～
～
一
～

　　

｠
る
婦
人
学
級
に
て

V

Ψ
　
あ
る
婦
人
学
級
と
い
う
の
は
、
町

V
内
の
学
級
の
中
で
も
優
秀
な
方
で
、

ソ

》
県
の
表
彰
も
受
け
て
い
る
。
す
で
に

ヤ
数
年
連
続
し
て
開
設
し
て
い
る
と
い

穿
長
い
経
験
も
あ
っ
て
統
制
も
と
れ

V
て
お
り
、
会
員
も
生
き
生
き
と
し
て

葬
習
の
轟
性
に
つ
い
て
＋
分
の
認

》
撃
さ
れ
て
い
る
．

）．

謫
冾
ｱ
の
学
級
の
開
講
式
に
出
席

ロ

　し
て
、
私
は
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た

　
「
私
は
仕
事
の
都
合
で
度
々
上
京
の

諭
生
活
は
三
日
も
す
る
と

攣
較
野
耀
繕

「
る
・

｝
こ
の
前
・

　
ぎ
ご
き
き
　
　
さ
ノ
　
き
　
ど
　
ミ
ノ
く
く
ジ
ウ
ヘ
サ
ド
し
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
て
、
自
分
は
都
会
に
永
住
し
よ
う
と
V

　
は
思
わ
な
い
。
や
は
り
、
東
郷
の
山
幌

や
川
、
空
蕪
限
の
響
を
感
去

　
る
。
東
郷
に
住
ん
で
東
郷
の
よ
さ
を
》

知
・
・
と
は
、
人
生
睾
せ
わ
季
W

　
る
こ
と
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。
　
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

　
　
学
習
は
基
礎
的
知
識
を
多
く
知
る
～

．
・
と
で
・
・
．
だ
が
、
奨
の
義

　
で
は
知
る
こ
と
が
全
て
で
は
な
く
、
》

難
簸
繋

る
と
畢
っ
橘
雛
碁
鹸

薩
想

　
　
　
　
　
全
国
の
過
疎
対
策
促
進

ρ
連
盟
、
山
村
振
興
連
盟
、
奥
地
開
発

ρ　
道
路
協
会
な
ど
の
会
が
開
か
れ
た
の

ロ

門
で
上
京
し
た
が
、
仕
事
の
合
間
を
み

β
て
上
野
公
園
に
行
っ
た
。
ち
ょ
う
ど

　

ぺ
雨
の
日
で
あ
っ
た
が
、
西
洋
美
術
館

　
で
は
セ
ザ
ン
ヌ
展
、
博
物
館
で
は
モ

溜
懸
盤
灘

……郷
町
の
人
の
だ
れ
も
が
見
な
い
こ
れ

鶴
鹸
縫
講
縫

》
よ
り
以
上
の
も
の
を
見
た
り
聞
い
た

～
養
護
醸
ξ
－
深
く

ゾ
　
し
か
し
、
年
齢
的
な
も
の
も
あ
つ

で
も
見
た
り
、

れ
だ
け
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
〃
と
い
～

う
人
が
い
る
。
今
日
地
域
の
婦
人
団

体
が
自
分
を
中
心
と
し
た
考
え
方
か

ら
崩
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
個
人
を

大
事
に
す
る
こ
と
は
民
主
主
義
の
基

本
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
．
し
か
し
触

蘇
鍵
麟
撫

隙
ご
一
と
い
一
－
な
話
を
し
　

奪
鑓
蕊

萎
　
　
（
小
野
弘
）
～

鑓
鯵
講

っ
て
成
長
す
る
。
　
　
　
）

撫辮

嚔
T

　　
@　
@　
@　
@　

セ
・
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も年金2級障害者に

49年4月から月額5千円支給

　
障
害
福
祉
年
金
は
．
国
民
年
金
に
加

入
し
て
い
た
間
に
病
気
や
ケ
ガ
を
し
て

障
害
者
に
な
っ
た
人
が
、
加
入
期
間
が

短
い
た
め
に
障
害
年
金
が
受
け
ら
れ
な

い
と
き
、
ま
た
は
、
二
十
歳
に
な
る
前

に
病
気
や
ケ
ガ
を
し
た
た
め
に
す
で
に

障
害
者
に
な
っ
て
い
る
と
き
に
支
給
さ

れ
ま
す
。

　
こ
の
障
害
福
祉
年
金
は
、
い
ま
ま
で

は
一
級
（
両
手
・
両
足
の
完
全
マ
ヒ
等

で
、
日
常
生
活
に
他
人
の
助
け
が
必

要
）
の
状
態
に
あ
る
人
に
限
ら
れ
て
い

ま
し
た
が
、
四
十
九
年
四
月
か
ら
比
較

的
軽
い
二
級
の
状
態
に
あ
る
人
に
も
支

給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
支
給

き
れ
る
額
は
、
六
万
円
（
月
額
五
千
円
）

で
す
。

　
い
ま
年
齢
が
二
十
歳
か
ら
六
十
九
歳

ま
で
の
人
で
、
以
前
か
ら
二
級
障
害
に

該
当
し
て
い
た
人
も
、
厚
生
年
金
な
ど

ほ
か
の
年
金
を
受
け
て
い
な
け
れ
ば
四

一，

u
、
、
：
，
．
喚
ζ
：
，
‘
’
，
：
’
」
・
、
・
：
、
＝
．
、
，
監
．
噂
・
．
ζ
で

（
　
飼
料
作
物
の
イ
タ
リ
ア
ン
ラ
イ
ダ

甲
ラ
ス
が
原
因
と
み
ら
れ
る
牛
の
硝
酸

（
中
毒
が
県
内
各
地
に
異
常
発
生
し
、

…
湛
嚢
誉
出
て
お
り
憂
慮

マ
　
病
気
の
症
状

U

」
は
食
後
三
十
分

目
ぐ
ら
い
し
て
、

い
急
に
体
力
が
衰

℃
、
食
欲
毒
全
身
・
・
レ
ン
、

点
眼
球
突
出
な
ど
が
み
ら
れ
ま
す
。

“
　
こ
の
病
気
の
原
因
と
し
て
、
飼
料

㌔
作
物
の
イ
タ
リ
ア
ン
ラ
イ
グ
ラ
ス
青

砥
刈
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
ソ
ル
ゴ
ー
な
ど

「
．
、
、
・
■
．
．
曳
（
，
・
．
．
‘
ノ
．
，
．
・
’
」
●
．

　　

@　
@　、

x
雛
潔

　
　
　
　
　
　
　
八
○
％
は
治
療
不
一

　
　
　
　
　
　
能
と
な
り
ま
す
の
Ψ

　
　
　
　
　
　
　
鴫
、
、
過
食
を
さ
せ
脇

転
、
5
い
よ
う
に
注
意
す
る
と
と
も
に
、
　
帰

謡
講
難
霧
…

に
し
て
く
だ
さ
い
．
　
　
　
い

　
　
　
　
　
　
㌦
・
．
・
・
《
ζ
・
ら
‘
・
‘
〆
●
・
：
♂
｝

・
・
㌔
’
3
．
，
・
．
2
、
㌦
，
・
、
p
曳
．
㌧
，
〈
ζ
，
・
1
‘
で
ノ
．
，
・
5
♂
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）

が
考
え
ら
れ
て
お
り
、
窒
素
肥
料
（
尿
V

素
、
硫
安
）
を
多
用
し
た
も
の
に
多
（

〈
発
生
し
て
い
ま
す
。
特
に
、
飼
料
悟

作
物
だ
け
を
給
与
し
た
と
こ
ろ
に
多
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＞
＞
　
へ

い
よ
う
で
す
。

牛
の
硝
酸
中
毒
多
発

．
璽
，
、
．
●
，
・
覧
一
曳
．
。
．
．
く
ご
，
．
1
曾
で
ノ
9
，
・
藍
、
♂
う
「
「
，
・
、
，

月
か
ら
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。　

こ
の
ほ
か
障
害
の
原
因
に
な
っ
た
病

気
の
初
診
日
、
年
齢
、
保
険
料
の
納
付

状
況
に
よ
っ
て
こ
ま
か
い
条
件
が
あ
り

ま
す
の
で
、
次
の
よ
う
な
障
害
の
状
態

の
人
は
住
民
課
福
祉
係
に
お
問
い
合
わ

せ
の
う
え
請
求
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　
▽
二
級
障
害
の
程
度
（
例
）

①
　
メ
ガ
ネ
を
か
け
て
、
視
力
表
の
　

経
営
移
譲
年
金

　
農
業
者
年
金
加
入
者
で
大
正
五
年
生

ま
れ
の
人
は
、
昭
和
五
十
一
年
か
ら
後

継
者
、
ま
た
は
第
三
者
に
農
業
経
営
を

移
譲
し
た
場
合
、
月
額
八
千
円
の
年
金

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
こ
こ
で
、
支
給
要
件
に
つ
い
て
農
地

の
移
動
状
況
が
問
題
に
な
り
ま
す
の

で
、
経
営
移
譲
年
金
を
受
給
し
よ
う
と

予
定
し
て
い
る
人
は
次
の
こ
と
に
注
意

し
て
く
だ
さ
い
。

①
満
六
十
歳
に
到
達
す
る
日
の
「
年

　
前
を
予
定
基
準
日
と
い
い
ま
す
。

　
（
例
、
昭
和
五
十
一
年
五
月
二
日
に

　
満
六
十
歳
に
な
る
人
の
予
定
基
準
日

　
は
昭
和
五
十
年
五
月
一
日
に
な
る
）

②
こ
の
予
定
基
準
日
に
、
受
給
者
の

　
名
義
で
三
十
7
ル
以
上
の
農
地
を
所
有

　
し
て
い
る
こ
と
。

　
（
実
際
耕
作
し
て
い
て
も
、
父
や
妻

　
な
ど
の
名
義
で
は
受
給
資
格
は
な
い

　
の
で
、
予
定
基
準
日
以
前
に
自
分
名

　
義
に
家
録
す
る
こ
と
）

　
番
大
き
な
文
字
が
や
っ
と
読
め
る
程

　
度

②
　
耳
が
ほ
と
ん
ど
聞
こ
え
な
い
程
度

③
口
が
き
け
な
い
人

④
片
手
の
す
べ
て
の
指
が
な
い
人
ま

　
た
は
片
足
が
な
い
人

⑤
脳
い
っ
血
な
ど
で
片
手
ま
た
は
片

　
足
が
ほ
と
ん
ど
用
を
な
さ
な
い
人

⑥
　
そ
の
他
、
長
期
に
わ
た
る
病
気
の

　
た
め
、
日
常
生
活
が
著
し
く
制
限
さ

　
れ
る
人

③
農
地
の
転
用
、
所
有
権
移
転
は
予

　
定
基
準
日
以
後
に
は
行
な
わ
な
い
こ

　
と
。
予
定
基
準
日
以
後
に
農
地
の
転

　
用
を
行
な
う
と
、
そ
の
日
が
基
準
日

　
と
な
り
、
そ
の
期
間
だ
け
支
給
が
お

　
く
れ
ま
す
。

④
掛
金
を
必
ず
六
十
ヵ
月
以
上
納
付

　
し
て
い
る
こ
と
。

　
（
二
年
以
上
掛
金
を
滞
納
す
る
と
、

　
二
年
以
前
の
掛
金
は
納
付
す
る
こ
と

　
が
で
き
な
い
）

農
業
者
転
職
訓
練

日
向
で
型
枠
大
工

　
農
業
を
や
め
、
新
し
い
職
場
に
将
来

を
か
け
よ
う
と
し
て
い
る
人
た
ち
の
た

め
、
技
能
を
身
に
つ
け
て
他
産
業
へ
の

就
業
を
有
利
に
し
て
も
ら
う
た
め
、
県

で
は
農
業
者
転
職
訓
練
を
行
な
っ
て
い

ま
す
。

　
八
訓
練
場
所
及
び
内
容
〉

▽
日
向
地
区
口
日
向
職
業
訓
練
セ
ン
タ

ー
▽
科
目
1
1
型
枠
大
工
科
・
十
五
人

▽
期
間
七
月
一
日
～
九
月
三
十
日

　
八
応
募
で
き
る
人
V

　
現
在
農
業
を
し
て
い
る
人
、
ま
た
は

過
去
「
年
以
内
に
農
業
に
従
事
し
て
い

た
人
で
農
業
委
員
会
か
ら
「
農
業
者
資

格
認
定
証
明
書
」
の
交
付
を
う
け
た
人

　
八
応
募
の
手
続
〉

　
入
校
希
望
者
は
、
六
月
二
十
五
日
ま

で
に
、
印
か
ん
と
健
康
診
断
書
を
持
参

し
て
農
業
委
員
会
事
務
局
（
役
場
内
）

に
申
し
込
ん
で
下
さ
い
。

　
〈
入
校
中
の
経
費
〉

①
授
業
料
は
無
料
で
、
実
習
用
器
工

　
具
や
材
料
は
無
料
で
貸
与
し
ま
す
。

　
た
だ
し
テ
キ
ス
ト
代
実
費
。

②
訓
練
生
に
は
次
の
手
当
が
支
給
さ

　
れ
ま
す
。

　
イ
、
基
本
手
当
・
－
日
額
七
百
五
十
円

　
ロ
、
扶
養
手
当
－
・
日
額
配
偶
者
百
二

　
　
十
円
、
第
二
子
ま
で
一
人
三
十
円

　
　
第
三
子
そ
の
他
各
十
円
（
以
上
は

　
　
三
十
日
で
計
算
）

　
ハ
、
受
講
手
当
．
・
臼
額
二
百
八
十
五

　
　
円
（
出
席
日
数
に
応
じ
て
支
給
）

　
二
、
通
校
手
当
（
改
造
以
上
）
・
・
月

　
　
額
九
百
九
十
円
か
ら
六
千
円

　
ホ
、
寄
宿
手
当
－
月
額
六
千
八
百
円

　
へ
、
失
業
保
険
受
給
中
の
人
は
、
受

　
　
講
途
中
に
受
給
期
間
が
満
了
し
て

　
　
も
、
在
校
期
間
中
引
続
い
て
保
険

　
　
金
が
受
給
で
き
ま
す
。
ま
た
、
イ
、

　
　
ロ
を
除
い
た
手
当
も
支
給
さ
れ
ま

　
　
す
。

　
な
お
、
訓
練
を
終
了
し
た
人
に
は
職

業
安
定
所
が
適
職
を
あ
っ
せ
ん
い
た
し

ま
す
。
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県体で本町勢活躍
夢

ソフトボールと下目撲力・出場

　
五
月
十
八
日
と
十
九
日
の
両
日
、
｛
呂

崎
市
で
開
か
れ
た
県
艮
体
育
大
会
に
東

旧
杵
郡
代
表
と
し
て
本
町
か
ら
ソ
フ
ト

ボ
ー
ル
一
般
男
子
と
相
撲
が
出
場
、
卓

球
に
も
選
手
一
、
人
が
出
場
し
ま
し
た
。

　
ソ
フ
ト
ボ
…
ル
で
は
鶴
野
内
の
ク
レ

ー
ー
ン
ズ
が
一
回
戦
不
戦
勝
、
二
回
戦
で

．
四
旧
杵
郡
と
対
戦
し
ま
し
た
　
雨
で
ド

ロ
泥
の
よ
う
な
グ
ラ
ウ
ン
ド
で
熱
戦
、

同
点
で
迎
え
た
最
終
回
に
不
運
な
失
点

に
よ
り
惜
く
も
敗
退
し
ま
し
た
。

　
相
撲
は
　
般
団
体
戦
で
四
位
、
少
年

団
体
戦
で
三
位
に
人
賞
し
、
個
人
戦
青

年
の
部
で
も
藤
井
選
手
が
三
回
戦
ま
一
．
・

勝
ち
す
す
み
ま
し
た
。
本
町
の
相
撲
部

の
コ
ー
チ
中
田
選
手
（
日
向
市
か
ら
出

場
）
は
一
般
個
人
戦
優
勝
し
ま
し
た
。

0

中
央
公
民
館
に
も
保
管
展
示

郷回報町5

？

郷
土
の
民
具
を
保
存
し
よ
う

・
義
難
獣
書
換
誕

　　㌻

麓＿，
芋窪轟灘蘇
　　　’獄聯

　　　藝融

・
、
簸
灘
試
、

曳
＾
璽

蟹
・

轍鋤

欝
、
謎

攣舞
縫

、
姻

　
近
年
全
国
的
に
文
化
財
の
保
護
に
つ

い
て
関
心
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
町
で
は
文
化
財
保
護
条
例
を
制
定
し

て
文
化
財
の
保
護
に
つ
と
め
て
い
ま
す

が
、
町
中
央
公
民
館
の
資
料
室
に
は
郷

土
の
文
化
財
や
民
具
な
ど
を
保
管
し
て

い
ま
す
。

　
資
料
室
に
は
県
指
定
文
化
財
の
羽
坂

の
つ
り
鐘
を
は
じ
め
元
禄
三
年
山
陰
百

姓
「
撲
の
際
百
姓
た
ち
が
藩
主
に
差
し

出
し
た
願
書
を
認
め
た
も
の
だ
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
る
硯
、
郵
便
現
金
送
行

袋
、
単
葉
、
日
時
計
、
金
比
羅
参
り
の

札
入
れ
な
ど
め
ず
ら
し
い
八
十
種
類
百

点
余
り
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
先
人
た
ち
が
か
つ
て
生
活
に
使
っ
た

用
具
な
ど
を
保
存
す
る
た
め
、
み
な
さ

ん
の
ご
協
力
を
お
ね
が
い
し
ま
す
。

釜
土
の
あ
ゆ
み

∴
臨

（
1
8
）

月
儀

（
三
）

r
丸
．
覧
、
　
＼
ぐ
　
、
　
　
・
’
く
　
一
」
　
　
噛

　
　
　
め
ま
し
た
．

　
　
　
き
、

市

　
　
地
租
改
正
の
こ
ろ
の
地
租
と
雑
税

　
毒
忌
総
鉾
藪

　
醗
罪
蘇
撫
擁

　
五
円
八
十
五
銭
四
厘
。
坪
谷
村
地
租

～
　
千
四
十
七
円
二
十
六
銭
九
厘
、
雑
税

　
千
九
十
四
円
四
十
銭
九
厘
。
下
＝
．
ケ

　
　
村
地
租
四
百
九
十
八
円
五
十
一
銭
、

驚
鉢
四
円
三
銭
七
厘
》
。
低
っ
て

　
　
明
治
三
年
、
富
高
の
百
姓
た
ち
が

　
金
銭
の
行
違
い
か
ら
御
番
所
の
役
人

母
に
対
し
て
不
平
を
起
し
、
ま
た
細
島

　
の
商
人
た
ち
が
暴
利
を
と
る
の
を
憤

～
髪
蘇
擁
随
一

　
欝
　
　

縮
欝
　
　

へ
～
蔦
曳
Z
，
へ
，
、
之
、
．
k
・
〔
＼
＼
く
、
．
～
＼
を
へ
、
＼
ぐ
＼
、
z
．
～
・
＼
一
（
x

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
坪
谷
村
民
は
．
・
れ
を
聞
V

　
　
そ
の
無
事
だ
っ
た
こ
と
を
喜
び
ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合
っ
て
帰
村
し
ま
し
た
。
　
　
　
　
～

　
わ
が
国
の
郵
便
制
度
は
明
治
四
年
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド

に
郵
便
規
制
を
制
定
し
、
明
治
六
年
へ

に
確
定
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
鑑

脚
聞
屋
が
発
信
者
萎
託
・
琴
て
　

．
、
れ
．
蔓
信
煮
這
送
（
イ
」
い
．
μ
、
う
ζ

し
ま
し
た
。
明
治
六
年
三
月
目
大
政
斡

官
布
告
が
出
て
、
五
月
一
日
以
後
は
　

駅
逓
頭
（
逓
信
大
臣
）
の
特
任
と
な
帆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

リ
、
何
人
も
信
送
を
禁
じ
ら
れ
、
同
N

一
の
量
目
の
信
書
は
遠
近
に
か
か
わ
ア

ら
ず
禺
は
筆
の
饗
税
を
納
躍

・
逓
挙
る
…
三
至
し
・
．
　

当
時
、
東
京
と
宮
崎
間
の
郵
便
は
三
プ

＋
五
日
く
ら
い
要
』
」
い
ま
す
。
　
〉

　
明
治
八
年
、
宮
崎
は
二
等
局
、
延
炉

岡
、
美
々
津
、
都
城
、
高
鍋
、
広
瀬
柑

飲
肥
は
四
等
局
、
そ
の
他
は
五
等
局
炉

で
県
内
に
三
十
三
局
が
設
置
き
れ
ま
代

羅
蕪
藷
講
鍵

逆
寄
・
津
出
四
谷
三

門
－
渡
川
－
椎
葉
（
小
崎
）
で
し
た
。
　
か

　
坪
谷
郵
便
局
は
明
治
十
五
年
五
月
》

に
設
置
さ
れ
、
電
信
事
務
は
山
陰
局
函

が
明
治
四
強
年
・
坪
谷
局
が
明
禦

四
十
二
年
で
す
。

　
明
治
六
年
に
は
田
畑
の
石
高
の
称
’

を
廃
し
て
反
別
で
換
算
す
る
こ
と
に
面

講
院
枇
ピ
窃
雛
凝
　

謂
無
難
黙
黙
錬
鋼

姦
諜
鑑
鰐
犠
矯
誠

　
　
　
　
　
　
、
’
，
　
、
　
＼
　
k
之
　
～
A
　
㌧
　
　
（
　
＼
　
㌦
ケ
」

．
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1

お知らせ

臨
ノ・

／

　
　
　
／

「－
一
〉
》
＾

狩
猟
者
の
講
習
会

　
狩
猟
者
の
講
習
会
が
次
の
と
お
り
．
開

か
れ
ま
す
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。
な

お
、
二
の
日
に
受
講
で
玉
、
－
な
い
人
は
別

の
日
に
町
外
で
開
か
れ
ま
す
の
で
林
業

係
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
き
い
。

〔
経
験
者
〕

　
期
日
　
七
月
一
一
一
十
「
臼

　
場
所
　
町
中
央
公
民
館

　
時
間
　
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

マ
ー

β
ま
ー
詩

嚢
馨

欝
鋳

塊
鑓

のYノ

讐
　
受
講
料
　
四
百
円

〔
初
心
者
〕

　
期
日
　
八
月
二
十
九
日
～
一
一
．
一
十
日

　
場
所
　
日
向
市
社
会
福
祉
会
館

　
時
間
　
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時

　
受
講
料
　
甲
種
七
百
円
、
乙
種
お
よ

　
　
　
　
び
丙
種
千
百
円

〔
受
講
手
続
き
〕

　
狩
猟
者
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
人

は
申
込
書
に
手
数
料
（
宮
崎
県
収
入
証

紙
）
お
よ
び
最
近
六
ヵ
月
以
内
に
撮
影

し
た
正
面
、
上
半
身
、
無
帽
、
ラ
イ
ヵ

判
の
写
真
一
枚
を
添
え
て
、
講
習
会
の

期
日
十
日
前
ま
で
に
東
旧
杵
農
林
振
興

局
林
務
課
（
延
岡
市
愛
宕
町
二
）
へ
提

出
し
て
く
だ
き
い
。

　
申
込
用
紙
は
町
猟
友
会
か
東
旧
杵
農

林
振
興
局
へ
請
求
し
て
く
ゼ
斗
、
・
い
。

老
人
医
療
費
の

受
給
手
続
き
変
る

　
老
人
医
療
費
の
給
付
を
受
け
る
の
に

従
立
く
は
被
保
険
者
証
と
老
人
医
療
費
受

給
者
証
に
支
給
申
請
書
を
添
え
て
病
院

の
窓
口
に
提
出
し
て
い
ま
し
た
が
、
国

保
の
場
合
、
こ
と
し
の
四
月
一
日
か
ら

は
こ
の
支
給
申
請
書
の
提
出
は
必
要
な

く
な
り
ま
し
た
。

田
植
え
な
ど
の

基
準
賃
金
額

　
四
月
二
十
六
日
の
農
業
委
．
員
会
で
、

こ
と
し
の
田
植
え
な
ど
の
基
準
賃
金
額

が
次
の
と
お
り
協
定
き
れ
ま
し
た
。

▽
田
植
え
日
当
（
男
女
共
）
　
二
千
円

▽
耕
う
ん
機
を
使
用
す
る
者
の
日
当

　
二
千
八
百
円

▽
言
う
ん
機
二
．
「
．
！
当
り
）
荒
起

　
三
千
円
・
荒
代
評
三
千
円
・
植
代

　
二
千
七
百
円

▽
田
植
機
（
脂
球
を
含
ま
な
い
）

　
　
「
こ
〆
当
り
三
千
円

▽
バ
イ
ン
ブ
ー
（
ヒ
モ
代
冷
　
今
口
も
つ
）

　
　
一
．
【
㌧
．
♂
当
り
互
千
五
百
円

身
体
障
害
者
（
児
）

の
巡
回
相
訟

▽
期
日
　
六
月
十
九
日
　
▽
場
所
　
西

郷
村
、
ニ
ニ
・
ー
ホ
ー
プ
セ
ン
タ
ー

▽
時
閲
　
午
前
九
時
か
・
り
午
後
三
時

▽
押
葉
内
容
　
身
体
障
望
r
者
（
児
）
手

帳
の
交
召
、
補
装
具
の
交
付
と
修
理
砥
脇

相
談
、
年
金
関
係
柞
談
、
施
設
入
所
な

ど
の
柏
談
、
仕
事
の
邦
談
、
生
活
援
護

▽
撞
談
担
当
者
．
．
宮
崎
県
（
身
廿
障
害

者
福
祉
セ
ン
タ
ー
、
国
民
年
金
課
、
職

業
安
定
認
、
援
護
課
、
福
祉
事
稗
所
、

児
童
拝
談
所
）

母
子
家
庭
の
定
期
相
談

　
昭
和
四
十
九
年
度
の
母
子
（
寡
婦
）

家
庭
の
定
期
柑
談
が
次
の
と
お
り
実
施

き
れ
ま
す
。

▽
期
日
　
毎
月
第
二
火
曜
日

▽
時
間
　
午
前
十
時
か
ら
午
後
三
時

▽
場
所
　
町
老
人
福
祉
館

▽
相
談
内
容
　
生
活
一
．
般
一
住
宅
、
医

療
、
家
庭
紛
争
、
就
職
、
結
婚
、
内
職
㌧

・
児
童
問
題
（
養
育
、
教
育
、
非
行
、

今
月
の
納
税

固
定
資
産
税
　
　
一
　
前

町
県
民
税
　
　
一
　
期
、

　
　
　
納
期
六
月
二
十
九
日

就
職
V
・
生
活
援
護
（
母
子
寡
婦
福
祉

資
金
貸
付
、
母
子
年
金
、
児
童
扶
養
手

当
、
生
活
保
護
）
・
そ
の
他

［
、
担
当
者
　
河
野
母
子
相
談
員
、
母
子

　
協
力
員

善
意
の
と
も
し
び

　
◎
福
瀬
区
の
岩
本
正
行
き
ん
か
ら
故

チ
ヨ
き
ん
の
忌
明
け
に
◆
迫
野
内
区
の

里…

ﾘ
卦
方
雄
鼻
ご
ん
か
・
．
っ
准
看
ン
ふ
ご
ん
の
こ
心

明
け
に
香
典
返
し
と
し
て
町
社
会
福
祉

協
議
会
に
そ
れ
ぞ
れ
ご
寄
付
い
た
だ
き

ま
し
た
。

　
こ
こ
に
慎
ん
で
故
人
の
ご
冥
福
を
お

祈
り
し
ま
す
と
と
も
に
厚
く
お
礼
を
申

し
あ
げ
ま
す
、

　
　
　
東
郷
町
社
会
福
祉
協
議
会

。IIIIII＿III、ll人　口111111＿＿、

≡　　　49年5月1日現在　　≡

＝　　　　　　｛　）は対前月比　　　二

≡　　　男　　3，370人　≡

≡　　　　　　　　（一23）　≡

≡　　女　　3，626人　≡
≡　　　　　　　　（一16）　≡

≡総　数　　6，996人　≡
≡　　　　　　　　（一59）　誉

i世騰1・781鱒i
7，幽Ill口IlllllIB帥llIIlII■臣聞1■■■11幽IIIIll錦lIlllll「Il「臨1圏IlI一

浴
懇
膿

　
　
　
　
　
四
月
届
出
分

出
生
　
お
め
で
と
う

　
赤
ち
ゃ
ん
の
名
　
一
父
の
名
部
落

高寺井新谷小黒海黒川
舘原本名口田木野木畑
敏一丁健洋英真善拓拓
　　　　　　秀
彦苗字一一則子文美志
金弘岩登信裕．猿O和文貞

一時一勝根和雄『毅夫．雄利

　小田寺越小　寺迫鶴
〃野　　　野〃　野野
　田野迫表田　 追内」旦

結
婚
　
お
め
で
と
う

若藤　直小

氏

杉井野林

久柳

美太

子郎

仲羽

深坂

和英

　　名
代雄

　福部
　　　　　　リトコ

　瀬洛

邑

ご
冥
福
を
祈
り
ま
す

黒岩矢甲橋氏
木本野斐ロ
　チイ善邦
実ヨエ平男名

　
年
令
「
部
落

三八七七四
八一八五七
寺口坪仲寺
迫瀬谷深迫
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